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　自衛隊では、防衛省より学資金
が貸費される自衛隊貸費学生制度
の利用者を募集しています。
◆募集種目…技術貸費学生（陸上
　・海上・航空 )

◆応募資格…大学や大学院（専門
　職大学院を除く）で理学・工学
　を専攻している人で、卒業また
　は修了後に自衛隊に勤務しよう
　とする人
◆試験日・試験場…平成 27年１

　月 31日㈯・陸上自衛隊仙台駐
　屯地ほか 12箇所
◆受付期間…平成 27年１月９日
　㈮まで
◆問い合わせ先…自衛隊宮古地域
　事務所（☎ 0193-63-3881）

自衛隊貸費学生を募集

　森林を伐採、開発するときは事
前に届出や許可申請の各種手続き
が必要です。伐採や開発の計画が
ある人は相談してください。
◆問い合わせ先
①保安林以外の森林での立木伐採
　…産業振興課（電話 34-2111 内
　線 71）
②保安林での立木伐採、地形の変
　更または１ｈａを超えるの開発
　行為…沿岸広域振興局農林部宮
　古農林振興センター（☎0193-

　64-2215）

森林の伐採・開発は届け出を

　村防犯協会では、振り込め詐欺
などの被害防止に効果がある「防
犯用電話自動応答録音装置」を無
償で貸し出します。
◆申し込み・問い合わせ先…村防
　犯協会事務局（役場総務課　☎
　34-2111　内線 66）

通話録音装置を無償貸出

アズビィ楽習センター、
同ホール、同体育館、民
俗資料館は 12 月 27 日
から平成 27 年１月４日
まで閉館、図書館と資料
館は５日も休館します。
　

　教育委員会は、村内遺跡発掘調
査報告書作成のため、室内整理作
業員を募集します。 

◆作業予定期間…平成 27年１月
　上旬～３月上旬 

◆作業場所…民俗資料館
◆作業内容…出土遺物管理やデー
　タベース化などの業務 

◆募集人数…若干名 

◆募集要件…18歳～69歳までの
　健康な男女、パソコン操作がで
　きる人を優遇　 

◆作業時間…月曜日は午後１時～
　４時（３時間） 、火～金曜日は午
　前９時～午後４時（６時間） 
◆作業賃金…村規定による 

◆受付期限…12月22日㈪午後５時
◆受付時間…土日を除く午前９時
　～午後５時
◆申し込み・問い合わせ先…民俗
　資料館 （☎・FAX33-2210）

発掘の室内整理作業員募集
　今年度中の国土調査による土地
登記の完了に合わせて、平成 27

年度から登記面積と固定資産税の
課税面積を一致させて課税を行い
ます。それに伴い、固定資産税
額が変更になる場合があります
のでご留意ください。
　なお、国土調査後に分合筆した
土地は、すでに登記面積で課税さ
れているので変更はありません。
　課税は４月に行いますが、所有
している土地について確認したい
人は随時お問い合わせください。
◆問い合わせ先…税務会計課（☎
　34-2112　内線 34）

土地の課税面積が変わります

　国土交通省では、４月の消費税
率引き上げに伴い、住宅取得者の
負担を緩和するため、取得者に最
大 30万円の現金を給付する支援
措置「すまい給付金」を実施して
います。
　給付金の申請は住宅引き渡しか
ら１年以内が期限です。
　詳しくはすまいの給付金事務局
まで問い合わせてください。
◆ホームページ…http://sumai

  -kyufu.jp/

◆問い合わせ先…すまいの給付
　金事務局（☎ 0570-064-186）

４月以降住宅取得者に給付金

　働いている調理師は、２年ごとに県に就業届を提出するこ
とが義務づけられています。
　12月31日の就業状況を平成27年１月５日から15日まで
に、就業地を管轄している保健所まで届け出てください。
◆問い合わせ先…宮古保健所（☎0193-64-2218）

調理師は

就業届の

提出を！

年末は寒さが厳しく、空気が乾燥し、火災が起こりやすい気象状態が続きます。火の取扱いには注意しましょう！

　償却資産（確定申告時に減価償
却費として経費控除申告をする予
定の資産）は、村の台帳に登録が
必要です。忘れずに申告手続きを
してください（既に登録済みの償
却資産は必要ありません）。用紙
は税務会計課で配布しています。
◆�期限…平成27年１月30日㈮
◆�届け出・問い合わせ先…税務会
計課（☎34-2112　内線34）

償却資産の申告忘れずに



役立ちカレンダー　 期間：12月17日㈬～１月３日㈯　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

12月17日㈬ アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」アズビィ体育館 18：45～20：45 教育委員会�(内線22）
幼児健診 健診センター 13：00～15：30 保健福祉課�（内線54）

18日㈭ あすからのくらし相談会 保健センター 13：00～15：00 保健福祉課�（内線50）
19日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」アズビィ体育館 19：00～21：00 教育委員会�(内線22）
20日㈯ 岩手地域づくり大学・たのはた校 アズビィ楽習センター 13：00～16：30 政策推進課�(内線62）

25日㈭
国民健康保険税７期　納期限 税務会計課（内線32）
介護保険料７期、後期高齢者医療保険料６期　納期限 生活環境課（内線21）

26日㈮ 出稼ぎ者健康診断 村診療所 11：00～11：30 生活環境課�(内線25）
１月１日㈭

北山崎断崖クルーズ観光船初日の出号 観光船発着所（島越）
１便��６：30、2便10：00 ホテル羅賀荘

（☎33-2611）２、３日 １便10：00
役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226／ 診療所☎33-3101／ 歯科診療所☎33-3100／ 保健福祉課☎33-3102役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226／ 診療所☎33-3101／ 歯科診療所☎33-3100／ 保健福祉課☎33-3102

◆�期間…平成27年１月30日㈮まで
　※水曜日午後、土日祝日、年末年始は除く

◆場所…村診療所
◆接種料…無料
◆�対象…満１歳以上で接種日に村
内に住所がある人（13歳未満は
２回の接種が必要です）
◆受付時間
　○高校生以下…月・木・金曜日
　　午後４時～４時30分
　○一般…月～金曜日
　　午前９時～11時30分
　　午後２時30分～４時（水曜日除く）
◆�必要な物…予診票、高校生以下
は母子健康手帳、予防接種手帳
（65歳以上で持っている人）
◆�その他…村診療所以外での接種
を希望する人には、受診券を発
行します。その際の助成限度額
は１回目3,000円、２回目2,000円。
希望する人は、事前に必ず保健
福祉課に連絡してください
◆�問い合わせ先…保健福祉課（☎

33-3102）

インフルエンザ予防接種お早めに
◆募集職種…事務局技術職員【初
　級機械】（ごみ・し尿処理及び
　リサイクル施設全般の管理）
◆採用予定人数…１人
◆受験資格…昭和 54年４月２日以
　降に生まれた人で、高校卒業以
　上の学歴を有する人
◆一次試験日・場所…平成 27年
　１月25日㈰・宮古市役所
◆最終試験日・場所…平成 27年
　２月中旬・宮古市役所
◆受験申込期間…平成 27年１月
　９日㈮ 午後５時 15分必着
◆受験申込用紙配布…宮古地区広
　域行政組合事務局総務課、田野
　畑村役場総務課などで配布
　※ホームページからもダウンロー
　ドできます。アドレス：http://

　www.miyako-kouiki.jp/

◆申し込み・問い合わせ…宮古地
　区広域行政組合事務局総務課
　 （☎0193-64-2011）

宮古地区広域行政組合職員募集

村マレットゴルフ場は 12月 27日
㈯で今年度の営業を終了します。
再開は平成 27年４月１日㈬の予
定です。
◆問い合わせ先…村教育委員会　
　（☎ 34-2226）

　これまで公的年金受給者は、児
童扶養手当を受給できませんでし
たが、法改正により、年金額が児
童扶養手当額より低い人は、その
差額分の児童扶養手当を受給でき
るようになります。
　児童扶養手当の受給には申請が
必要です。申請を受け付けた月の
翌月分からの支給となります。詳
しくはお問い合わせください。
◆新たな受給対象の例
①母子家庭（父子家庭）で母（父）
　が低額の障害年金のみを受給し
　ている場合
②父子家庭で、児童が低額の遺族
　厚生年金のみを受給している場
　合
③母子家庭で、離婚後に父が死亡
　し、児童が低額の遺族厚生年金
　のみを受給している場合
※前年の所得が一定額以上の場合、
　手当の一部または全部が支給停
　止となる場合があります
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
　34-2114 内線 23）

児童扶養手当制度が変わります

年末は火の取扱いに注意し火災を予防しましょう！大掃除をするときは電気コンセントの周辺も清掃しましょう！

　村内６地区の地域づくり計画の
策定を支援する「岩手地域づくり
大学・たのはた校」の開校式と第
１回ワークショップを開催します。
◆日時…12月 20日㈯
　①開校式：午後１時～２時　
　②ワークショップ（意見交換）
　　　　：午後２時～４時 30分
※ワークショップは６地区に分か
　れて県立大学生などと行います
◆会場…アズビィ楽習センター
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
　34-2111　内線62）

地域づくり大学たのはた校開校

　平成26年１月２日から27年１月
１日までの間に家屋を解体した人
は、固定資産課税台帳から抹消す
るための届け出が必要です。届け
出がない場合、引き続き固定資産
税が賦課されますので、忘れずに
届け出てください。用紙は各行政
区長宅で受け取ってください。
◆�期限…平成27年１月30日㈮
◆�届け出・問い合わせ先…税務会
計課（☎34-2112　内線34）

家屋解体の届け出忘れずに

村内で建物火災が続
いています。火の元に
注意しましょう！！


